
第７回 一関市・藤沢町合併協議会 

 

                  日時：平成22年７月13日（火） 午後１時～午後４時 

                  場所：一関市役所２階 大会議室 

 

   次   第 

 

１．開 会 

 

２．協議事項 

   協議第17 号 地方税の取扱いについて（協定項目９） 

   協議第18 号 使用料、手数料等の取扱いについて（協定項目17） 

   協議第19 号 補助金、交付金等の取扱いについて（協定項目18） 

   協議第20 号 国民健康保険事業の取扱いについて（協定項目20） 

   協議第21 号 広聴・広報事業について（協定項目22－１） 

   協議第22 号 新市基本計画の作成方針について 

 

３．提案事項 

   協議第23 号 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて（協定項目７） 

   協議第24 号 病院・診療所の取扱いについて（協定項目21） 

   協議第25 号 組織及び機構の取扱いについて（協定項目11） 

   協議第26 号 行財政改革について（協定項目22－２） 

   協議第27 号 納税貯蓄組合補助（について協定項目22－３） 

   協議第28 号 高齢者福祉事業について（協定項目22－７） 

   協議第29号 上下水道事業について（協定項目22－17） 

   協議第30 号 奨学金貸付事業について（協定項目22－18） 

 

４．その他 

 

５．閉 会 

 

 

 



協議第23号 

 

 

 

 

   農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて（協定項目７） 

 

 

 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  平成22年７月13日提出 

 

一関市・藤沢町合併協議会     

  会長  勝 部  修     

 

 

平成22年 月 日（確認・継続協議） 

 

 

 

 藤沢町農業委員会の選挙による委員（５人）については、市町村の合併の特

例に関する法律（平成16年法律第59号）第11条第１項第２号の規定を適用し、

一関市農業委員会の委員の残任期間、引き続き一関市農業委員会の選挙による

委員として在任する。 

 合併後、最初に行われる一般選挙における選挙による委員の定数は、40人と

する。ただし、選挙区の区域及び選挙区ごとの定数は、新市において決定する。 
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藤
沢
町
農
業
委
員
会
の
選
挙
に
よ
る
委
員
（
５
人
）
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
16
年
法
律
第
59
号
）
第
11
条
第
１
項
第
２
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の
規
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を
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し
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関
市
農
業
委
員
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委
員
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残
任
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、
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続
き
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関
市
農
業
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員
会
の
選
挙
に
よ
る
委
員
と
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て
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任
す
る
。
 

 
合
併
後
、
最
初
に
行
わ
れ
る
一
般
選
挙
に
お
け
る
選
挙
に
よ
る
委
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の
定
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す
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。
 

 各
市
町
の
状
況
等
 

 
 

一
関
市
 

藤
沢
町
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計
(A
）
 

新
市
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B）
 
（
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-（
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在
任
特
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用
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編
入
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農
業
委
員
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定
数
 

48
 

9 
57
 

48
 

△
 9
 

53
 

 
 選
挙
に
よ
る
委
員
の
条
例
定
数
 

（定
数
の
基
準
、
人
以
内
） 

40
 

(4
0)
 

5 

(3
0)
 

45
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0)
 

40
  
 

△
 5
 

 
 

45
 

 
 

 

法
12
条
1
号
委
員
（農
協
、
共
済
組
合
、
土
地
改
良

区
推
薦
 
各
1
名
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4 
3 

7 
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△
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法
12
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号
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薦
 
4
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内
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※
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新
市
の
選
挙
に
よ
る
委
員
数
及
び
議
会
推
薦
の
委
員
数
は
、
法
定
数
の
上
限
。
ま
た
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新
市
の
定
数
は
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に
1
つ
の
農
業
委
員
会
を
設
置
し
た
場
合
。
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農
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0h
a
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超
え
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つ
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基
準
農
業
者
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が
6,
00
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え
る
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挙
に
よ
る
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す
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２
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の
２
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３
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よ
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４
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す
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す
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産
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す
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５
 
農
協
推
薦
に
よ
る
委
員
は
、
農
協
ご
と
に
各
１
名
で
あ
り
、
新
市
で
は
、
「
岩
手
南
農
協
」
と
「
い
わ
い
東
農
協
」
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
１
名
ず
つ
の
推
薦
と
な
る
。
 

 
 
 
 
６
 
基
準
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業
者
数
及
び
農
地
面
積
は
（
平
成
20
年
度
末
現
在
）
農
家
基
本
台
帳
よ
り
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農業委員会の定数・任期等について 

 

区 分 内    容 

 

① 原 則 

 

 

  編入合併の場合、原則としては、編入される市町村（藤沢町）の農業委員会の委

員は全て失職し、編入する市町村（一関市）の委員はそのまま在任することになり

ます。 

  次回の一般選挙からは、選挙による委員については、40 人以内で条例で定める数

となります。 

 

藤沢町 

 【選挙委員】5 人 

 【選任委員】4 人 

  

藤沢町の農業委員は失職 
 

 

一関市 
 【選挙委員】40 人 

 【選任委員】8 人 

 一関市 
 【選挙委員】40 人 

 【選任委員】8 人 

 
【選挙委員】40 人以内 

【選任委員】5～8 人 

 

 根拠法令：農業委員会等に関する法律（以下、「法」という）法第 7 条第 1 項、法令

第 2 条の 2、法第 15 条第 1 項 

 

② 合併特例法

に基づく在任

特例 

 

 

  編入される市町村（藤沢町）の委員のうち、選挙による委員については、市町村

の合併の特例に関する法律第 11 条第１項第２号に基づく在任特例を適用し、40 人

以内の範囲（今回は藤沢町の現委員数の５人以内）で、合併関係市町村の協議によ

り定めた数に限り、一関市の委員の残任期間、引き続き在任することができます。 

  選任による委員については特例措置がないため、藤沢町の選任による委員は合併

時に失職することとなります。 

  次回の一般選挙からは、上記①と同様、選挙による委員については、40 人以内で

条例で定める数となります。 

 

藤沢町 

 【選挙委員】5 人 

 【選任委員】4 人 

 一関市の農業委員の 

残任期間 
 

  藤沢町 
 【選挙委員】5 人以内

 

一関市 
 【選挙委員】40 人 

 【選任委員】8 人 

 一関市 
 【選挙委員】40 人 

 【選任委員】8 人 

 
【選挙委員】40 人以内 

【選任委員】5～8 人 

                合併        一般選挙 

 

 根拠法令：合併特例法第 11 条第 1 項 

藤沢町の選任による

委員は失職 
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農業委員会等に関する法律 

（選挙による委員） 

第七条  農業委員会の選挙による委員は、被選挙権を有する者について、選挙権を有する者が選

挙するものとし、その定数は、政令で定める基準に従い、四十人を超えない範囲内で条例で定め

る。 

（委員の任期） 

第十五条  選挙による委員の任期は、三年とし、一般選挙の日から起算する。但し、任期満了に

よる一般選挙が農業委員会の委員の任期満了の日前に行われた場合において、前任の委員が任期

満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の委員がす

べてなくなつたときはそのなくなつた日の翌日から、それぞれ起算する。 
 

農業委員会等に関する法律施行令 

（選挙による委員の定数の基準） 

第二条の二  農業委員会の選挙による委員の定数の基準は、法第十二条第一号 の委員として選任

しなければならない委員の数と四人（同条第二号 の条例でこれより少ない人数を定めている場

合にあつては、その人数）との合計数を超え、かつ、次の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ

同表の下欄に掲げる数以下であることとする。 

区  分 委員の数の上限 

一 （一） その区域内の農地面積が千三百ヘクタール以下の農業委員会 

（二） 十アール（北海道にあつては、三十アール）以上の農地につ

き耕作の業務を営む個人のその区域内における世帯数及びその面

積以上の農地につき耕作の業務を営むその区域内に住所を有する

農業生産法人（農地法第二条第七項に規定する農業生産法人をい

う。以下同じ。）の数の合計数（以下「基準農業者数」という。）が

千百以下の農業委員会 

二十人 

二 一の項及び三の項に掲げる農業委員会以外の農業委員会 三十人 

三 その区域内の農地面積が五千ヘクタールを超え、かつ、基準農業者数

が六千を超える農業委員会 

四十人 

   

市町村の合併の特例に関する法律 

（農業委員会の委員の任期等に関する特例） 

第11条  市町村の合併の際合併関係市町村の農業委員会の選挙による委員で当該合併市町村の農

業委員会の委員の被選挙権を有することとなるものは、合併関係市町村の協議により、新たに設

置された合併市町村にあっては八十を超えない範囲で定めた数、他の市町村の区域の全部又は一

部を編入した合併市町村にあっては四十を超えない範囲で定めた数の者に限り、次に掲げる期間

引き続き合併市町村の農業委員会の選挙による委員として在任することができる。この場合にお

いて、市町村の合併の際に合併関係市町村の農業委員会の選挙による委員で当該合併市町村の農

業委員会の委員の被選挙権を有することとなるものの数がその定められた数を超えるときは、こ

れらの者の互選により、合併市町村の農業委員会の選挙による委員として在任する者を定めるも

のとする。  

一 新たに設置された合併市町村にあっては、市町村の合併後一年を超えない範囲で当該協議で定

める期間  

二 他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、その編入をする合併関係

市町村の農業委員会の委員の残任期間 
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協議第24号 

 

 

 

 

   病院・診療所の取扱いについて（協定項目21） 

 

 

 病院・診療所の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  平成22年７月13日提出 

 

一関市・藤沢町合併協議会     

  会長  勝 部  修     

 

 

平成22年 月 日（確認・継続協議） 

 

 

 

 国民健康保険藤沢町民病院事業は、現行のとおりとし、適正な運営と健全な

経営が継続されるよう、事業のあり方を新市において検討する。 

 診療所は、現行のとおりとする。 

 



一
関
市
・
藤
沢
町
合
併
協
議
会
 
協
議
事
項
調
整
内
容
 

協
定
項
目
 

21
 
病
院
・
診
療
所
の
取
扱
い
 

関
係
項
目
 
 

調
整
の
内
容
 

 
国
民
健
康
保
険
藤
沢
町
民
病
院
事
業
は
、
現
行
の
と
お
り
と
し
、
適
正
な
運
営
と
健
全
な
経
営
が
継
続
さ
れ
る
よ
う
、
事
業
の
あ
り
方
を
新
市
に
お
い
て
検
討
す
る
。
 

 
診
療
所
は
、
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 

一
 
関
 
市
 

藤
 
沢
 
町
 

１
．
病
院
 

  
  
  
施
設
な
し
 

 ２
．
診
療
所
 

 
 
 
設
置
状
況
等
 

 
 
 
国
民
健
康
保
険
法
に
基
づ
く
４
診
療
所
を
設
置
 

 
 
 
 
▽
猿
沢
 
▽
千
厩
歯
科
 
▽
室
根
 
▽
室
根
歯
科
 

  
 
 
診
療
日
数
、
延
べ
患
者
数
の
状
況
（
20
年
度
）
 

 
 
 
▽
猿
沢
（
内
科
）
 
 
 
24
2日
 
8,
14
6人
 

 
 
 
 
 
 
（
歯
科
）
 
 
 
23
9日
 
5,
80
3人
 

 
 
 
▽
千
厩
歯
科
 
 
 
 
 
24
3日
 
3,
63
3人
 

 
 
 
▽
室
根
 
 
 
 
 
 
 
24
7日
 
8,
22
4人
 

 
 
 
▽
室
根
歯
科
 
 
 
 
 
25
9日
 
8,
06
3人
 

 
 
 (
▽
川
崎
弥
栄
（
内
科
）
 
19
7日
 
9,
84
7人
※
21
年
4月
よ
り
休
止
、
22
年
3月
31
日
廃
止
) 

   
  
 
職
員
体
制
（
21
年
度
）
 

 
 
 
▽
猿
沢
 
 
 
 
 

 
 
 
 
医
師
、
歯
科
医
師
、
事
務
長
、
主
事
、
看
護
師
(3
)、
放
射
線
技
師
、
歯
科
衛
生
士
(3
) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
計
 
11
人
 

  

１
．
病
院
 

 
 
 
設
置
状
況
 

 
 
 
地
方
公
営
企
業
法
の
全
部
適
用
に
よ
る
藤
沢
町
民
病
院
事
業
を
設
置
 

 
 
 
 
▽
国
保
藤
沢
町
民
病
院
 
・
・
・
・
・
・
国
保
診
療
施
設
事
業
 

 
 
 
 
▽
老
健
ふ
じ
さ
わ
 
・
・
・
・
・
・
・
・
介
護
老
人
保
健
施
設
事
業
 

 
 
 
 
▽
光
栄
荘
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
事
業
 

 
 
 
 
▽
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
 
・
・
・
・
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
 

 
 
  
 
▽
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
 
・
・
・
・
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
 

 
 
 
 
▽
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
や
ま
ば
と
 
・
・
・
高
齢
者
グ
ル
ー
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ホ
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▽
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
 
・
・
・
居
宅
介
護
支
援
事
業
 

  
 
 
施
設
毎
の
状
況
（
平
成
20
年
度
）
 

 
 
 
▽
国
保
藤
沢
町
民
病
院
 

 
 
 
 
 
延
べ
患
者
数
 
入
院
 
16
,6
45
人
（
１
日
あ
た
り
 4
5.
6人
、
病
床
利
用
率
84
.4
%）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
外
来
 
40
,9
81
人
（
１
日
あ
た
り
13
9.
9人
 ）
 

 
 
 
 
 
病
床
数
  
  
  
54
床
 

 
 
 
 
 
職
員
体
制
 
 
医
 
師
 
 
 
 
 4
.7
人
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
看
護
職
員
 
 
 
38
.5
人
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
医
療
技
師
 
 
 
10
.0
人
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事
務
職
員
  
  
 5
.0
人
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
の
他
 
 
 
 
10
.0
人
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
合
 
計
  
  
  
 6
8.
2人
 

1



一
 
関
 
市
 

藤
 
沢
 
町
 

 
 
 
▽
千
厩
歯
科
 

 
 
 
 
歯
科
医
師
、
事
務
長
、
歯
科
技
工
士
、
歯
科
衛
生
士
(4
)、
歯
科
助
手
 
 
 
 
 
 計
 
８
人
 

  
 
 
▽
室
根
 
 

 
 
 
 
医
師
、
事
務
長
、
看
護
師
（
4）
、
放
射
線
技
師
、
主
事
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計
 
８
人
（
う
ち
兼
務
1人
→
放
射
線
技
師
・
猿
沢
診
療
所
所
属
） 

 
 
 
▽
室
根
歯
科
 
 

 
 
 
 
歯
科
医
師
、
事
務
長
、
歯
科
衛
生
士
(5
)及
び
歯
科
助
手
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計
 
８
人
（
う
ち
兼
務
1人
→
事
務
長
・
室
根
診
療
所
所
属
）
 

 
 

 
 
 
収
支
の
状
況
（
20
年
度
）
 

 
 
○
国
保
特
別
会
計
（
直
診
勘
定
）
に
よ
り
 

 
 
  
  
歳
入
 
64
7,
62
4千
円
 
 
歳
出
 
64
6,
49
0千
円
 

 
 
  
  
歳
入
の
う
ち
一
般
会
計
繰
入
金
 
19
7,
00
0千
円
 

              

 
 
 
▽
老
健
ふ
じ
さ
わ
 

 
 
 
 
 
延
べ
利
用
者
数
 
入
所
21
,1
77
人
（
１
日
あ
た
り
 5
8.
0人
、
ベ
ッ
ド
利
用
率
96
.7
%）
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
通
所
 6
,2
35
人
（
１
日
あ
た
り
20
.3
人
 ）
 

 
 
 
 
 
定
 
員
 
  
  
  
60
人
 

 
 
 
 
 
職
員
体
制
 
 
  
医
 
師
 
 
 
 
 0
.6
人
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
看
護
職
員
 
 
 
 6
.0
人
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
支
援
相
談
員
 
 
 2
.0
人
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
介
護
職
員
  
  
34
.0
人
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
医
療
技
術
者
  
  
2.
0人
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
事
務
職
員
 
 
 
 2
.0
人
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
合
 
計
  
  
 
  
46
.6
人
 

 
 
 
▽
光
栄
荘
 

 
 
 
 
 
延
べ
利
用
者
数
 
長
期
入
所
31
,7
30
人
（
１
日
あ
た
り
 8
6.
9人
、
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ベ
ッ
ド
利
用
率
99
.9
%）
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
短
期
入
所
 5
,3
98
人
（
１
日
あ
た
り
 1
4.
8人
 ）
 

 
 
 
 
 
定
 
員
 
  
  
  
10
2人
 
(短
期
15
、
長
期
87
) 

 
 
 
 
 
職
員
体
制
 
 
  
医
 
師
 
 
 
  
0.
4人
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
看
護
職
員
 
 
  
4.
0人
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
生
活
相
談
員
  
 
 4
.0
人
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
介
護
職
員
 
  
 
41
.5
人
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
事
務
職
員
  
 
  
4.
0人
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
そ
の
他
 
 
 
  
3.
0人
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
合
 
計
  
  
  
 
56
.9
人
 

  
  
  
▽
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
や
ま
ば
と
 

 
 
 
 
 
延
べ
利
用
者
数
 
3,
28
1人
（
１
日
あ
た
り
 8
.9
人
）
 

 
 
 
 
  
定
 
員
 
 
 
 
 
９
人
 

 
 
 
 
 
職
員
体
制
 
 
  
介
護
職
員
 
 
 
  
9.
0人
 

 

2



一
 
関
 
市
 

藤
 
沢
 
町
 

     

 

 
  
  
▽
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
 

 
 
 
 
 
定
 
員
 
 
 
 
  
30
人
 

 
 
 
 
 
延
べ
利
用
者
数
 
7,
57
5人
（
１
日
あ
た
り
 2
1.
1人
）
 

 
 
 
 
  
職
員
体
制
 
 
  
生
活
相
談
員
 
 
 2
.0
人
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
看
護
職
員
 
 
  
1.
0人
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
介
護
職
員
  
  
 
7.
0人
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
合
 
計
  
  
  
 
10
.0
人
 

  
  
  
▽
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
 

 
 
 
 
 
延
べ
利
用
者
数
 
4,
64
9人
 

 
 
 
 
  
職
員
体
制
 
 
  
看
護
職
員
 
 
 
 4
.0
人
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
医
療
技
術
職
員
  
 2
.0
人
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
合
 
計
 
  
  
  
 6
.0
人
 

  
  
  
▽
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
 

 
 
 
 
 
延
べ
計
画
作
成
件
数
 
 
3,
49
5件
 

 
 
 
 
  
職
員
体
制
 
 
  
介
護
支
援
専
門
員
 
 8
.0
人
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
  
 
収
支
の
状
況
（
20
年
度
決
算
）
 

 
 
 
①
 
病
院
 

 
 
 
 
 
医
業
収
入
及
び
医
業
外
収
入
 
  
 
 
 
11
億
6,
28
2万
円
 

 
 
 
 
 
医
業
費
用
及
び
医
業
外
費
用
  
  
 
 
 
11
億
4,
81
0万
円
 
 差
引
 1
,4
72
万
円
 

 
 
 
②
 
病
院
以
外
 

 
 
 
 
 
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
収
入
及
び
事
業
外
収
入
 
8億
8,
30
0万
円
 

 
 
 
 
 
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
費
用
及
び
事
業
外
費
用
 
8億
3,
64
8万
円
 差
引
 4
,6
52
万
円
 

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 病
院
事
業
全
体
で
の
収
支
残
額
 
 
  
6,
12
4万
円
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
一
般
会
計
繰
入
金
 
 
 1
3,
80
8万
円
）
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協議第25号 

 

 

 

 

   組織及び機構の取扱いについて（協定項目11） 

 

 

 組織及び機構の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

  平成22年７月13日提出 

 

一関市・藤沢町合併協議会     

  会長  勝 部  修     

 

 

平成22年 月 日（確認・継続協議） 

 

 

 

 

 新市の組織及び機構については、一関市の組織及び機構を基本に藤沢町に藤

沢支所を設置することとし、合併時までに調整する。 



一
関
市
・
藤
沢
町
合
併
協
議
会
 
協
議
事
項
調
整
内
容
 

協
定
項
目
 
11
 
組
織
及
び
機
構
の
取
扱
い
 

関
係
項
目
 
 

調
整
の
内
容
 
 
新
市
の
組
織
及
び
機
構
に
つ
い
て
は
、
一
関
市
の
組
織
及
び
機
構
を
基
本
に
藤
沢
町
に
藤
沢
支
所
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
、
合
併
時
ま
で
に
調
整
す
る
。
 

  
両
市
町
の
現
状
は
別
紙
の
と
お
り
。
 

  

1



あおば保育園

市野々保育園

達古袋保育園

本寺保育園

骨寺荘園室

商業観光課

農　政　課

労働政策室

税　務　課

保 健 福 祉 部

市　民　課

協働推進課

職　員　課

財　政　課

総 務 部

総　務　課

市　　　長 企 画 振 興 部

企画調整課

秘書広報課

副市長

収　納　課

生活環境課

さいわい荘

市 民 環 境 部

八幡町保育園

児童福祉課

国保年金課

農地林務課

工　業　課

水　道　課

上 下 水 道 部

都市計画課

市　民　課

花泉子育て支援センター

保健福祉課

産業経済課

花泉農業開発センター

執行機関等 組　　　織

一関保健センター

社会福祉課

建 設 部

国土調査室

商 工 労 働 部

観光戦略推進本部事務局

農 林 部

議　　　会

執行機関等 組　　　織

議　　　会

町　　　長 総務企画課

花 泉 支 所

建　設　課

地域振興課

副町長

治水対策室

建築住宅課

下水道課

簡易水道課

維　持　課

財政課

税務課

自治振興課

町民課

藤沢保育園

黄海保育園

新沼保育園

保健センター

産業振興課

環境整備課

会計課

教育委員会 事務局

学校教育課

藤沢幼稚園教育長

黄海幼稚園

藤沢小学校

生涯学習文化課

学校給食センター

建　設　課

教育センター

監査委員

農業委員会

水道事業所

黄海小学校

新沼小学校

藤沢中学校

選挙管理委員会

指定居宅介護支援事業所

町　　　長

事　務　局

病院事業管理者 国保藤沢町民病院

老健ふじさわ

光栄荘

【一関市】 【藤沢町】
◎現在の組織（平成22年４月１日現在）

事　務　局

事　務　局

事　務　局

訪問看護ステーション

事　務　局

2



執行機関等 組　　　織 執行機関等 組　　　織

【一関市】 【藤沢町】

釘子保育園

長坂保育園

松川保育園

曽慶保育園

奥玉保育園

市　民　課

建　設　課

大 東 支 所

摺沢保育園

保健福祉課

興田保育園

市　民　課

地域振興課

大原保育園

猿沢保育園

川崎保育園

門崎保育園

建　設　課

市　民　課

産業経済課

地域振興課

室 根 支 所

保健福祉課

室根診療所

小梨保育園

磐清水児童館

産業経済課

水　道　課

地域振興課

室根歯科診療所

建　設　課

水　道　課

市　民　課

水　道　課

猿沢診療所

建　設　課

保健福祉課

川 崎 支 所

地域振興課

千 厩 支 所

建　設　課

水　道　課

大東農業技術センター

産業経済課

田河津児童館

保健福祉課

東 山 支 所

地域振興課

千厩歯科診療所

保健福祉課

市　民　課

千厩保育園

老人福祉センター

渋民保育園

会　計　課

水　道　課

折壁保育園

浜横沢児童館

上折壁児童館

津谷川保育園

産業経済課

会計管理者

産業経済課
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執行機関等 組　　　織 執行機関等 組　　　織

【一関市】 【藤沢町】

水 道 部

舞川幼稚園

真滝幼稚園

厳美幼稚園

赤荻幼稚園

萩荘幼稚園

狐禅寺幼稚園

弥栄幼稚園

いずみの森幼稚園

摺沢幼稚園

げいび幼稚園

小学校（38）

中学校（18）

西部学校給食センター

花泉学校給食センター

幼稚園

真滝学校給食センター

学校給食センター

花泉支所教育文化課

給  水  課

浄配水課

市　　　長

業  務  課

川崎支所水道課

東山支所水道課

花泉支所水道課

消防長 消　防　課

予　防　課

消防本部

田村町分遣所

一関東消防署

藤沢分署

平泉分署

一関南消防署

教育委員会 教 育 部

監査委員 事　務　局

選挙管理委員会 事　務　局

固定資産評価審査委員会

農業委員会 事　務　局

教育長 教育総務課

学校教育課

川崎支所教育文化課

室根支所教育文化課

東山支所教育文化課

大東支所教育文化課

生涯学習文化課

千厩支所教育文化課

一関西消防署

防　災　課

総　務　課

体　育　課

大東支所水道課

室根支所水道課

千厩支所水道課

室根分署

川崎分署

一関北消防署

東山分署
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執行機関等 組　　　織 執行機関等 組　　　織

【一関市】 【藤沢町】

磐清水公民館

東山公民館

田河津公民館

松川公民館

涌津公民館

油島公民館

花泉公民館

老松公民館

川崎図書館

室根公民館

川崎公民館

日形公民館

金沢公民館

大原公民館

摺沢公民館

興田公民館

猿沢公民館

大東学校給食セン

千厩学校給食セン

千厩公民館

小梨公民館

室根学校給食セン
タ

一関公民館

山目公民館

中里公民館

狐禅寺公民館

厳美公民館

弥栄公民館

公民館

博物館

図書館

花夢パル

萩荘公民館

石と賢治のミュージアム

奥玉公民館

一関図書館

室根図書館

千厩図書館

大東図書館

東山図書館

花泉図書館

永井公民館

舞川公民館

渋民公民館

曽慶公民館
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協議第26号 

 

 

 

 

   行財政改革について（協定項目22－２） 

 

 

 行財政改革について、次のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  平成22年７月13日提出 

 

一関市・藤沢町合併協議会     

  会長  勝 部  修     

 

 

平成22年 月 日（確認・継続協議） 

 

 

 

 

 

 

 行政課題や多様な市民ニーズに的確に対応できる持続可能な行財政基盤の

確立を図るため、合併後に行政改革大綱及び集中改革プランを策定し、行財政

改革を推進する。 



一
関
市
・
藤
沢
町
合
併
協
議
会
 
協
議
事
項
調
整
内
容
 

協
定
項
目
 
22
 
各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い
 

関
係
項
目
 
２
 
行
財
政
改
革
 

調
整
の
内
容
 

行
政
課
題
や
多
様
な
市
民
ニ
ー
ズ
に
的
確
に
対
応
で
き
る
持
続
可
能
な
行
財
政
基
盤
の
確
立
を
図
る
た
め
、
合
併
後
に
行
政
改
革
大
綱
及
び
集
中
改
革
プ
ラ
ン
を
策
定
し
、
行
財

政
改
革
を
推
進
す
る
。
 

 

一
 
関
 
市
 

藤
 
沢
 
町
 

【
行
政
改
革
大
綱
 
平
成
18
年
12
月
策
定
】
 

１
 
計
画
期
間
 
 
平
成
18
年
度
～
平
成
22
年
度
(５
年
間
）
 

２
 
基
本
方
針
 

 
 市
民
本
位
の
行
政
運
営
 

 
 成
果
重
視
に
よ
る
施
策
の
推
進
 

 
 健
全
な
財
政
運
営
の
確
保
 

 
 事
務
事
業
の
重
点
化
 

 
 協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
 
 
 人
材
育
成
の
推
進
 

 
 民
間
活
力
の
積
極
的
導
入
 

 

３
 
改
革
推
進
体
制
 

 
 
 行
財
政
改
革
推
進
審
議
会
 

 
 
 行
財
政
改
革
推
進
本
部
 

 
 
 
①
行
財
政
改
革
推
進
チ
ー
ム
 
 
 
 
 
②
事
務
改
善
推
進
チ
ー
ム
 

【
集
中
改
革
プ
ラ
ン
 
平
成
18
年
12
月
策
定
】
 

１
 
計
画
期
間
・
実
施
体
制
 
 
行
政
改
革
大
綱
に
同
じ
 

２
 
実
施
計
画
 

 
 事
務
事
業
の
見
直
し
 

 
 窓
口
等
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
 

 
 組
織
編
成
の
見
直
し
 

 
 電
子
自
治
体
の
推
進
 

 
 定
員
管
理
及
び
職
員
給
与
の
見
直
し
 
 
 公
正
の
確
保
と
透
明
性
の
向
上
 

 
 職
員
の
意
識
改
革
等
人
材
の
育
成
 

 
 経
費
の
節
減
合
理
化
と
税
収
等
の
確
保
 

３
 
主
な
事
業
内
容
 

 
 集
中
改
革
プ
ラ
ン
の
実
施
状
況
調
査
(毎
年
）
 

 
 広
告
掲
載
事
業
 

 
 政
策
評
価
 

 
 職
員
意
識
の
向
上
事
業
 

 
 行
財
政
改
革
と
し
て
取
り
組
む
べ
き
事
項
調
査
 
 

 

【
行
政
改
革
大
綱
 
平
成
18
年
２
月
策
定
】
 

１
 
計
画
期
間
 
 
平
成
17
年
度
～
平
成
21
年
度
(５
年
間
）
 

２
 
基
本
方
針
 

 
 
 
 地
域
の
力
を
結
集
し
、
互
い
に
支
え
合
う
仕
組
み
を
整
備
 

 
 
 
 行
政
の
担
う
べ
き
役
割
の
重
点
化
及
び
効
率
的
効
果
的
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
 

 
 
 
 シ
ン
プ
ル
で
ス
ピ
ー
デ
ィ
な
体
制
の
整
備
 

 
 
 
 定
員
管
理
と
給
与
体
制
福
利
厚
生
な
ど
全
般
に
わ
た
る
適
正
化
 

３
 
改
革
推
進
体
制
 

 
 
 
 藤
沢
町
ま
ち
づ
く
り
審
議
会
 

 
 
 
 藤
沢
町
行
政
改
革
推
進
本
部
 

 【
集
中
改
革
プ
ラ
ン
 
平
成
18
年
２
月
策
定
】
 

１
 
計
画
期
間
・
実
施
体
制
 
 
行
政
改
革
大
綱
に
同
じ
 

２
 
実
施
計
画
 

 
 事
務
事
業
の
再
編
整
理
廃
止
統
合
 
 
 経
費
節
減
等
 

 
 民
間
委
託
等
の
推
進
 

 
 第
三
セ
ク
タ
ー
の
見
直
し
 

 
 定
員
管
理
の
適
正
化
 

 
 地
方
公
営
企
業
関
係
 

 
 給
与
の
適
正
化
 

 
 議
会
の
あ
り
方
 

３
 
主
な
事
業
内
容
 

 
 
 集
中
改
革
プ
ラ
ン
の
実
施
状
況
調
査
(毎
年
）
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協議第27号 

 

 

 

 

   納税貯蓄組合補助について（協定項目22－３） 

 

 

 納税貯蓄組合補助について、次のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

  平成22年７月13日提出 

 

一関市・藤沢町合併協議会     

  会長  勝 部  修     

 

 

平成22年 月 日（確認・継続協議） 

 

 

 

 

 

 

 納税貯蓄組合に対する補助金等は、新市において調整する。 



一
関
市
・
藤
沢
町
合
併
協
議
会
 
協
議
事
項
調
整
内
容
 

協
定
項
目
 
22
 
各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い
 

関
係
項
目
 
３
 
納
税
貯
蓄
組
合
補
助
 

調
整
の
内
容
 
 
納
税
貯
蓄
組
合
に
対
す
る
補
助
金
等
は
、
新
市
に
お
い
て
調
整
す
る
。
 

 

一
 
関
 
市
 

藤
 
沢
 
町
 

１
 
事
務
費
補
助
金
（
組
合
員
規
模
）
 

 
・
市
か
ら
単
位
組
合
へ
の
事
務
費
補
助
 

 
組
合
員
数
 

補
助
額
 

組
合
員
数
 

補
助
額
 

 
 
～
30
人
 

10
,0
00
円
 

12
1
人
～
15
0
人
 

18
,0
00
円
 

31
人
～
60
人
 

12
,0
00
円
 

15
1
人
～
18
0
人
 

20
,0
00
円
 

61
人
～
90
人
 

14
,0
00
円
 

18
1
人
～
 

22
,0
00
円
 

91
人
～
12
0
人
 

16
,0
00
円
 

 
 

  ２
 
育
成
事
業
補
助
金
 

 
 
市
か
ら
一
関
市
納
税
貯
蓄
組
合
連
合
会
へ
の
補
助
（
※
連
合
会
か
ら
各
支
部
へ
）
 

 
 
平
成
22
年
度
・
・
・
2,
45
8
千
円
 

 ３
 
納
付
書
配
布
報
償
費
 

 
・
納
税
組
合
長
（
一
関
市
市
税
納
付
協
力
員
と
し
て
委
嘱
）
に
対
し
、
納
付
書
配
布
１
通
あ
た

り
50
円
を
支
給
。
 

 
・
実
施
地
域
：
一
関
、
花
泉
、
大
東
及
び
東
山
（
他
の
地
域
は
直
接
送
付
）
 

 ４
 
納
税
表
彰
報
償
費
 

 
 
 
最
優
秀
組
合
（
年
度
内
納
付
10
0％
達
成
組
合
）
 

 
組
合
員
数
 

補
助
額
 

組
合
員
数
 

補
助
額
 

 
 
～
30
人
 

50
,0
00
円
 

12
1
人
～
15
0
人
 

90
,0
00
円
 

31
人
～
60
人
 

60
,0
00
円
 

15
1
人
～
18
0
人
 

10
0,
00
0
円
 

61
人
～
90
人
 

70
,0
00
円
 

18
1
人
～
 

11
0,
00
0
円
 

91
人
～
12
0
人
 

80
,0
00
円
 

 
 

 

１
 
事
務
費
補
助
金
 

 
 
町
か
ら
単
位
組
合
へ
の
事
務
費
補
助
（「
組
合
規
模
別
割
」
＋
「
組
合
員
数
割
額
」）
 

 
 
 
組
合
規
模
別
割
 

 
組
合
員
数
 

補
助
額
 

組
合
員
数
 

補
助
額
 

 
 
～
49
人
 

10
,0
00
円
 

70
人
～
99
人
 

20
,0
00
円
 

50
人
～
69
人
 

15
,0
00
円
 

10
0
人
～
 

25
,0
00
円
 

 
 
 
組
合
員
数
割
額
 

 
 
 
組
合
員
数
に
10
0
円
を
乗
じ
て
得
た
額
 

 ２
 
育
成
事
業
補
助
金
 

 
 
町
か
ら
藤
沢
町
納
税
貯
蓄
組
合
連
合
会
へ
の
補
助
 

 
 
平
成
22
年
度
・
・
・
60
千
円
 

 ３
 
納
付
書
配
布
報
償
費
 

 
 
な
し
 

   ４
 
納
税
表
彰
報
償
費
 

 
 
な
し
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一
 
関
 
市
 

藤
 
沢
 
町
 

 
 
 
優
秀
組
合
（
年
度
内
納
付
95
％
以
上
10
0％
未
満
組
合
）
 

 
組
合
員
数
 

補
助
額
 

組
合
員
数
 

補
助
額
 

～
30
人
 

35
,0
00
円
 

12
1
人
～
15
0
人
 

55
,0
00
円
 

31
人
～
60
人
 

40
,0
00
円
 

15
1
人
～
18
0
人
 

60
,0
00
円
 

61
人
～
90
人
 

45
,0
00
円
 

18
1
人
～
 

65
,0
00
円
 

91
人
～
12
0
人
 

50
,0
00
円
 

 
 

  
 
 
優
良
組
合
（
年
度
内
納
付
90
％
以
上
95
％
未
満
組
合
）
 

 
組
合
員
数
 

補
助
額
 

組
合
員
数
 

補
助
額
 

～
30
人
 

15
,0
00
円
 

12
1
人
～
15
0
人
 

27
,0
00
円
 

31
人
～
60
人
 

18
,0
00
円
 

15
1
人
～
18
0
人
 

30
,0
00
円
 

61
人
～
90
人
 

21
,0
00
円
 

18
1
人
～
 

33
,0
00
円
 

91
人
～
12
0
人
 

24
,0
00
円
 

 
 

  
 
 
功
労
組
合
①
（
過
去
4
ヶ
年
連
続
年
度
内
納
付
10
0％
達
成
組
合
）
 

 
組
合
員
数
 

補
助
額
 

組
合
員
数
 

補
助
額
 

～
30
人
 

10
,0
00
円
 

12
1
人
～
15
0
人
 

18
,0
00
円
 

31
人
～
60
人
 

12
,0
00
円
 

15
1
人
～
18
0
人
 

20
,0
00
円
 

61
人
～
90
人
 

14
,0
00
円
 

18
1
人
～
 

22
,0
00
円
 

91
人
～
12
0
人
 

16
,0
00
円
 

 
 

  
 
 
功
労
組
合
②
（
過
去
3
ヶ
年
平
均
納
付
率
か
ら
1％
以
上
向
上
し
た
組
合
）
 

 
組
合
員
数
 

補
助
額
 

組
合
員
数
 

補
助
額
 

～
30
人
 

10
,0
00
円
 

12
1
人
～
15
0
人
 

18
,0
00
円
 

31
人
～
60
人
 

12
,0
00
円
 

15
1
人
～
18
0
人
 

20
,0
00
円
 

61
人
～
90
人
 

14
,0
00
円
 

18
1
人
～
 

22
,0
00
円
 

91
人
～
12
0
人
 

16
,0
00
円
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協議第28号 

 

 

 

 

   高齢者福祉事業について（協定項目22－７） 

 

 

 高齢者福祉事業について、次のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

  平成22年７月13日提出 

 

一関市・藤沢町合併協議会     

  会長  勝 部  修     

 

 

平成22年 月 日（確認・継続協議） 

 

 

 

 

１ 老人クラブ助成は、合併次年度から一関市の制度に統一する。 

２ 敬老事業は、合併次年度から一関市の制度に統一する。 

 



一
関
市
・
藤
沢
町
合
併
協
議
会
 
協
議
事
項
調
整
内
容
 

協
定
項
目
 
22
 
各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い
 

関
係
項
目
 
７
 
高
齢
者
福
祉
事
業
 

調
整
の
内
容
 
１
 
老
人
ク
ラ
ブ
助
成
は
、
合
併
次
年
度
か
ら
一
関
市
の
制
度
に
統
一
す
る
。
 

２
 
敬
老
事
業
は
、
合
併
次
年
度
か
ら
一
関
市
の
制
度
に
統
一
す
る
。
 

 

項
 
目
 

一
 
関
 
市
 

藤
 
沢
 
町
 

１
 
老
人
ク
ラ
ブ
助
成
 

                     

１
 
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
補
助
金
（
H2
2予
算
額
）
 

 
 
【
補
 助
 内
 容
】
 
  
国
県
の
基
準
に
よ
る
補
助
金
に
加
え
、
市
単
独
で
の
上
乗
せ
補
助

金
あ
り
。
 

 
 
【
国
・
県
基
準
分
】
 
 
補
助
基
本
額
 
 
 
 
 
  
 
 1
65
,0
00
円
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会
員
割
 
1人
50
円
 
 
 
 
  
64
9,
05
0円
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
支
援
体
制
強
化
事
業
 
 
 
 
 
22
0,
00
0円
 

 
 
【
上
乗
せ
補
助
分
】
 
 
16
5,
00
0円
×
7支
部
 
 
 
  
1,
15
5,
00
0円
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事
務
局
設
置
へ
の
補
助
  
  
 2
,2
68
,2
00
円
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
計
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,
45
7,
25
0円
 

 ２
 
老
人
ク
ラ
ブ
活
動
費
補
助
金
 

 
 
【
内
 
容
】
 
国
・
県
基
準
の
月
額
単
価
で
補
助
金
を
支
出
。
 

 
 
【
ク
ラ
ブ
数
等
（
H2
1）
】
 
29
1ク
ラ
ブ
 
12
,9
34
人
 

 
 
【
交
付
実
績
 (
H2
1)
】
 
 
会
員
数
 
 
 
ク
ラ
ブ
数
 
 
 
補
助
金
額
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
～
30
人
 
 
 
54
 
 
 
 
1,
55
5,
20
0円
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31
～
50
人
 
 
 1
35
 
 
 
 
4,
05
0,
00
0円
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51
～
60
人
 
 
 
55
 
 
 
 
1,
84
8,
00
0円
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61
～
80
人
 
 
 
34
 
 
 
 
1,
18
3,
20
0円
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
81
人
以
上
 
 
 
13
 
 
 
 
 
48
3,
60
0円
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計
 
 
 
  
29
1 
  
 
 
9,
12
0,
00
0円
 

 

１
 
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
補
助
金
（
H2
2予
算
額
）
 

 
 【
補
  
助
 内
 容
】
 
  
 国
県
の
基
準
に
よ
る
補
助
金
の
み
 

  
 【
国
・
県
基
準
分
】
  
 
補
助
基
本
額
 
 
 
 
 
  
  
16
5,
00
0円
 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 会
員
割
 
1人
50
円
 
  
 
 
 
 6
0,
00
0円
 

  
 【
上
乗
せ
補
助
分
】
 
 
 な
 
し
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 合
 
計
 
 
  
 
 
 
 
 
 
22
5,
00
0円
 

   ２
 
老
人
ク
ラ
ブ
活
動
費
補
助
金
 

  
 【
内
 
容
】
 
一
関
市
と
同
じ
 

  
 【
ク
ラ
ブ
数
等
（
H2
1）
】
  
 
23
ク
ラ
ブ
 
1,
20
0人
 

  
 【
交
付
実
績
 (
H2
1)
】
 
  
  
会
員
数
 
 
 
ク
ラ
ブ
数
 
 
 
補
助
金
額
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
11
～
30
人
 
 
 
 
1 
 
 
 
 2
8,
80
0円
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
31
～
50
人
 
 
 
 1
3 
 
 
 
39
0,
00
0円
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
51
～
60
人
 
 
 
 
4 
 
 
 
13
4,
40
0円
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
61
～
80
人
 
 
 
 
4 
 
 
 
13
9,
20
0円
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
81
人
以
上
 
 
 
 
1 
 
 
 
 3
7,
20
0円
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
計
 
 
 
 
  
23
 
  
 
  
72
9,
00
0円
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項
 
目
 

一
 
関
 
市
 

藤
 
沢
 
町
 

 ２
 
敬
老
事
業
 

  敬
老
会
の
開
催
 

H2
1年
度
実
績
 

 
 
【
対
 
 象
  
者
】
 
 市
内
に
居
住
す
る
80
歳
以
上
の
高
齢
者
 

 
 
【
委
 
 託
  
先
】
 
 一
関
市
社
会
福
祉
協
議
会
 

【
委
 
 託
  
料
】
 
 3
5,
36
8千
円
 

  
  
  
  
 内
訳
）
記
念
品
代
 
 
 
 
 
  
 1
0,
20
7千
円
 

 
 
 
 
 
 
 
 米
寿
祝
い
品
 
 
 
 
  
  
2,
22
3千
円
 

 
 
 
 
 
 
 
 会
食
費
・
事
務
費
 
 
  
22
,9
38
千
円
 

  
 
【
H2
1年
度
対
象
者
】
  
 1
2,
83
9人
  

 
 
【
会
 
 場
  
数
】
  
 一
関
地
域
 
11
会
場
 

 
 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
花
泉
地
域
 
 7
会
場
 
 

 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 
大
東
地
域
 
 6
会
場
 

  
  
  
 
  
  
  
  
 
 
  
千
厩
地
域
 
 4
会
場
 

 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
東
山
地
域
 
 1
会
場
 

  
  
  
  
  
 
  
  
  
 
 
室
根
地
域
 
21
会
場
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 川
崎
地
域
 
 1
会
場
 

H2
2年
度
予
算
額
 

【
委
 
 託
  
料
】
 
 3
9,
14
3千
円
 

  
  
  
  
 内
訳
）
記
念
品
代
 
 
 
 
 
  
 1
1,
28
0千
円
  

 
 
 
 
  
  
  
 会
食
費
・
事
務
費
 
 
  
25
,3
78
千
円
  

米
寿
祝
い
品
 
 
 
 
  
  
2,
48
5千
円
  

  
 
【
H2
2年
度
対
象
者
】
  
  
 1
3,
45
7人
（
22
年
6月
1日
現
在
）
 

 

  敬
老
会
の
開
催
 

H2
1年
度
実
績
 

 
 
【
対
 
 象
  
者
】
  
町
内
に
居
住
す
る
80
歳
以
上
の
高
齢
者
 

 
 
【
委
 
 託
  
先
】
  
藤
沢
町
社
会
福
祉
協
議
会
 

 
 
【
委
 
 託
  
料
】
 
 1
,0
00
千
円
 

 
 
 
 
 内
訳
）
記
念
品
代
 
 
 
 
  
  
45
3千
円
  

 
 
 
 
 
 
 
 記
念
事
業
公
演
料
 
  
  
33
3千
円
 

 
 
 
 
 
 
 
 事
務
費
 
 
 
 
 
  
 
21
4千
円
（
飲
食
な
し
）
 

 
 
【
米
 寿
 祝
い
品
】
  
19
9千
円
  
  
  
委
託
料
と
は
別
途
予
算
計
上
 

 
 
【
H2
1年
度
対
象
者
】
  
 1
,2
94
人
 

 
 
【
 会
  
  
  
場
 】
  
 縄
文
ホ
ー
ル
 

     

H2
2年
度
予
算
額
 

【
委
 
 託
  
料
】
 
 1
,0
00
千
円
 

 
 
 
 
 内
訳
）
記
念
品
代
 
 
 
 
  
  
45
3千
円
 

 
 
 
 
 
 
 
 記
念
事
業
公
演
料
 
  
  
33
3千
円
 

 
 
 
 
 
 
 
 事
務
費
 
 
 
 
 
  
 
21
4千
円
（
飲
食
な
し
）
 

  
  
【
米
 寿
 祝
い
品
】
  
 2
55
千
円
（
委
託
料
と
は
別
途
予
算
計
上
）
 

  
 
【
H2
2年
度
対
象
者
】
  
  
 1
,2
13
人
(2
2年
6月
1日
現
在
）
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協議第29号 

 

 

 

 

   上下水道事業について（協定項目22－17） 

 

 

 上下水道事業について、次のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  平成22年７月13日提出 

 

一関市・藤沢町合併協議会     

  会長  勝 部  修     

 

 

平成22年 月 日（確認・継続協議） 

 

 

 

 

１ 水道料金及び水道分岐負担金・加入金については、当面、現行のとおりと

し、合併後に統一する。 

２ 水道事業手数料は、合併次年度から一関市の制度に統一する。 

３ 農業集落排水事業使用料は、当面、現行のとおりとし、合併後に統一する。

４ 農業集落排水事業受益者分担金は、合併次年度から一関市の制度に統一す

る。 

５ 浄化槽設置整備補助事業は、合併次年度から一関市の制度に統一する。 

 



一
関
市
・
藤
沢
町
合
併
協
議
会
 
協
議
事
項
調
整
内
容
 

協
定
項
目
 
22
 
各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い
 

関
係
項
目
 
17
 
上
下
水
道
事
業
 

調
整
の
内
容
 

１
 
水
道
料
金
及
び
水
道
分
岐
負
担
金
・
加
入
金
に
つ
い
て
は
、
当
面
、
現
行
の
と
お
り
と
し
、
合
併
後
に
統
一
す
る
。
 

２
 
水
道
事
業
手
数
料
は
、
合
併
次
年
度
か
ら
一
関
市
の
制
度
に
統
一
す
る
。
 

３
 
農
業
集
落
排
水
事
業
使
用
料
は
、
当
面
、
現
行
の
と
お
り
と
し
、
合
併
後
に
統
一
す
る
。
 

４
 
農
業
集
落
排
水
事
業
受
益
者
分
担
金
は
、
合
併
次
年
度
か
ら
一
関
市
の
制
度
に
統
一
す
る
。
 

５
 
浄
化
槽
設
置
整
備
補
助
事
業
は
、
合
併
次
年
度
か
ら
一
関
市
の
制
度
に
統
一
す
る
。
 

項
 
目
 

一
 
関
 
市
 

藤
 
沢
 
町
 

１
 
水
道
料
金
等
 

 
 
 
 

  
  
基
本
料
金
は
１
ヶ
月
 

  
  
超
過
料
金
は
１
 
 

                  

 １
 
水
道
料
金
 

 【
一
関
地
域
】
 

  
(1
) 
基
本
料
金
及
び
超
過
料
金
 (
税
抜
き
) 
 

 
用
途
 

基
本
水
量
 
基
本
料
金
 
超
過
料
金
 

一
般
用
 

 1
0 
 

1,
45
0円
 

21
5円
 

団
体
用
 

 1
0 
 

2,
20
0円
 

31
5円
 

営
業
用
 

 1
0 
 

2,
20
0円
 

31
5円
 

工
業
用
 

10
0 
 

22
,0
00
円
 

31
5円
 

浴
場
営
業
用
 

10
0 
 

8,
10
0円
 

17
5円
 

プ
ー
ル
用
 

10
0 
 

22
,0
00
円
 

31
5円
 

臨
時
用
 

 1
0 
 

3,
15
0円
 

31
5円
 

  
(2
) 
量
水
器
（
メ
ー
タ
ー
）
使
用
料
 
(税
抜
き
) 
 

 
口
径
 

使
用
料
 

  
13
ミ
リ
 

 
 
10
0
円
 

  
20
ミ
リ
 

 
 
17
0
円
 

  
25
ミ
リ
 

 
 
19
0
円
 

  
30
ミ
リ
 

 
 
31
0
円
 

  
40
ミ
リ
 

 
 
40
0
円
 

  
50
ミ
リ
 

  
 
1,
70
0
円
 

 
 7
5ミ
リ
 

 
  
2,
20
0
円
 

 
10
0ミ
リ
 

  
 
2,
80
0
円
 

 
15
0ミ
リ
 

  
 
7,
10
0
円
 

 
 
 
参
考
/税
込
）
 1
3m
m
で
20
 
使
用
し
た
場
合
  
3,
88
5円
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
13
mm
で
40
 
使
用
し
た
場
合
  
8,
40
0円
 

 
 
 
 
  
 
 
  
 1
3m
m
で
80
 
使
用
し
た
場
合
 
17
,4
30
円
 

 １
 
水
道
料
金
 

    
 (
1)
 基
本
料
金
及
び
超
過
料
金
（
税
抜
き
）
 

 
 

用
途
 

基
本
水
量
 
基
本
料
金
 
超
過
料
金
 

一
般
用
 

 1
0 
 

2,
52
0円
 

19
0円
 

団
体
用
 

 2
0 
 

5,
54
0円
 

19
0円
 

営
業
用
 

 1
5 
 

4,
14
0円
 

19
0円
 

工
業
用
 

50
 
 

13
,3
30
円
 

19
0円
 

臨
時
用
 

1 
 

62
0円
 

65
0円
 

そ
の
他
 

 3
 
 

84
0円
 

19
0円
 

   
 (
2)
 量
水
器
（
メ
ー
タ
ー
）
使
用
料
(税
抜
き
) 

 
           

 
 
 
参
考
/税
込
）
 1
3m
m
で
20
 
使
用
し
た
場
合
  
4,
78
8円
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
13
mm
で
40
 
使
用
し
た
場
合
  
 8
,7
78
円
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
13
mm
で
80
 
使
用
し
た
場
合
 
16
,7
58
円
 

口
径
 

使
用
料
 

地
下
式
 

遠
隔
式
 

  
13
ミ
リ
 
 
 
14
0円
 

30
0
円
 

  
20
ミ
リ
 
 
 
25
0円
 

50
0
円
 

  
25
ミ
リ
 
 
 
30
0円
 

55
0
円
 

  
30
ミ
リ
 
 
 
43
0円
 

70
0
円
 

  
40
ミ
リ
 
 
 
55
0円
 

80
0
円
 

  
50
ミ
リ
 
 
1,
20
0円
 
 

 
 7
5ミ
リ
 
 
2,
50
0円
 
 

 
10
0ミ
リ
 
 
4,
00
0円
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項
 
目
 

一
 
関
 
市
 

藤
 
沢
 
町
 

 １
 
水
道
料
金
等
 

 
 
 
 

  
  
基
本
料
金
は
１
ヶ
月
 

  
  
超
過
料
金
は
１
 
 

                         

 【
花
泉
地
域
】
 

   
 (
1)
 基
本
料
金
(税
抜
き
) 

 

用
途
 

量
水
器
の
口
径
 

金
額
 

一
般
用
 

13
mm
か
ら
25
mm
ま
で
 

90
0円
 

一
般
用
 

30
mm
 

  
  
 4
,6
00
円
 

団
体
用
 

40
mm
か
ら
50
mm
ま
で
 

12
,3
00
円
 

団
体
用
 

15
0m
m 

35
8,
10
0円
 

プ
ー
ル
用
 
 

  
12
,3
00
円
 

臨
時
用
 

 
2,
50
0円
 

  
(2
) 
超
過
料
金
(税
抜
き
) 

 
 

用
途
等
の
区
分
 

給
水
量
 

金
額
 

一
般
用
 

メ
ー
タ
ー
の

口
径
が
30
mm

以
下
 

10
 
ま
で
 

80
円
 

11
 
～
20
 
 

18
0円
 

21
 
～
30
 
 

19
0円
 

31
 
以
上
 

20
0円
 

団
体
用
 

メ
ー
タ
ー
の

口
径
50
mm
以

下
 

10
0 
ま
で
 

17
0円
 

10
0
 
を
超
え

る
 

20
0円
 

メ
ー
タ
ー
の

口
径
15
0m
m
以

下
 

20
,0
00
 
ま
で
 

17
0円
 

20
,0
00
 
を
超

え
る
 

20
0円
 

プ
ー
ル
 
 

10
0 
ま
で
 

17
0円
 

10
0
 
を
超
え

る
 

20
0円
 

臨
時
用
 
 

1 
に
つ
き
 

22
0円
 

   
(3
) 
メ
ー
タ
ー
使
用
料
 

 
 
 
 

 
 
 
な
し
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項
 
目
 

一
 
関
 
市
 

藤
 
沢
 
町
 

 １
 
水
道
料
金
等
 

 
 
 
 

  
  
基
本
料
金
は
１
ヶ
月
 

  
  
超
過
料
金
は
１
 
 

  

 【
大
東
地
域
】
 

  
(1
) 
基
本
料
金
及
び
超
過
料
金
(税
抜
き
) 

 
 
 

用
途
 

基
本
水
量
 

料
金
 

超
過
料
金
 

一
般
用
 

10
 
 

1,
50
0
円
 

19
0
円
 

営
業
用
 

10
 
 

1,
60
0
円
 

20
0
円
 

工
業
用
 

10
0
 
 

18
,0
00
円
 

20
0
円
 

団
体
用
 

20
 
 

3,
60
0
円
 

20
0
円
 

臨
時
用
 

10
 
 

3,
00
0
円
 

35
0
円
 

プ
ー
ル
 

20
0
 
 

36
,0
00
円
 

20
0
円
 

 (2
)メ
ー
タ
ー
使
用
料
(税
抜
き
) 

 

口
径
 

使
用
料
 

13
mm
 

10
0
円
 

16
mm
 

15
0
円
 

20
mm
 

18
0
円
 

25
mm
 

19
0
円
 

30
mm
 

30
0
円
 

40
mm
 

34
0
円
 

50
mm
 

1,
60
0
円
 

75
mm
 

2,
20
0
円
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項
 
目
 

一
 
関
 
市
 

藤
 
沢
 
町
 

 １
 
水
道
料
金
等
 

 
 
 
 

  
  
基
本
料
金
は
１
ヶ
月
 

  
  
超
過
料
金
は
１
 
 

                          

 【
千
厩
地
域
】
 

 
 (
1)
 基
本
料
金
及
び
超
過
料
金
(税
抜
き
) 

用
途
 

区
分
 

水
量
 

料
金
 

家
庭
用
 

基
本
料
金
 
10
 
ま
で
 

1,
70
0
円
 

超
過
料
 

11
～
20
 
 

20
0
円
 

21
 
～
 

23
0
円
 

小
口
営
業
用
 

基
本
料
金
 
20
 
ま
で
 

4,
40
0
円
 

超
過
料
 

21
～
50
 
 

25
0
円
 

51
 
以
上
 

28
0
円
 

大
口
営
業
用
 
基
本
料
金
 
2,
00
0
 
ま
で
 

36
0,
00
0
円
 

超
過
料
金
 
2,
00
1
 
以
上
 

26
0
円
 

団
体
用
 

基
本
料
金
 
10
 
ま
で
 

2,
10
0
円
 

超
過
料
 

11
～
20
 
 

25
0
円
 

21
 
以
上
 

28
0
円
 

プ
ー
ル
用
 

基
本
料
金
 
20
0
 
ま
で
 

33
,0
00
円
 

超
過
料
 

20
1
 
以
上
 

20
0
円
 

浴
場
用
 

基
本
料
金
 
10
0
 
ま
で
 

11
,0
00
円
 

超
過
料
 

10
1
 
以
上
 

18
0
円
 

臨
時
用
 

基
本
料
金
 
10
 
ま
で
 

4,
40
0
円
 

超
過
料
 

11
 
以
上
 

25
0
円
 

消
火
栓
 

 
１
 
 

50
0
円
 

   
 (
2)
メ
ー
タ
ー
使
用
料
(税
抜
き
) 

 
口
径
 

使
用
料
 

13
mm
 

16
0
円
 

20
mm
 

30
0
円
 

25
mm
 

35
0
円
 

30
mm
 

65
0
円
 

40
mm
 

75
0
円
 

50
mm
 

2,
00
0
円
 

75
mm
 

2,
80
0
円
 

10
0m
m 

4,
50
0
円
 

15
0m
m 

7,
20
0
円
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項
 
目
 

一
 
関
 
市
 

藤
 
沢
 
町
 

 １
 
水
道
料
金
等
 

 
 
 
 

  
  
基
本
料
金
は
１
ヶ
月
 

  
  
超
過
料
金
は
１
 
 

         

 【
東
山
地
域
】
 

  
(1
) 
基
本
料
金
及
び
超
過
料
金
(税
抜
き
) 

用
途
 

区
分
 

水
量
 

料
金
 

家
事
用
 

基
本
料
金
 
10
 
ま
で
 

1,
70
0
円
 

超
過
料
金
 
11
～
30
 
 

20
0
円
 

31
～
50
 
 

22
0
円
 

51
 
以
上
 

24
0
円
 

営
業
用
 

基
本
料
金
 
15
 
ま
で
 

4,
05
0
円
 

超
過
料
金
 
16
～
30
 
 

32
0
円
 

31
～
50
 
 

34
0
円
 

51
 
以
上
 

36
0
円
 

団
体
用
 

（
口
径
２
０
ｍ
ｍ

以
下
）
 

基
本
料
金
 
15
 
ま
で
 

3,
90
0
円
 

超
過
料
金
 
16
～
30
 
 

32
0
円
 

31
～
50
 
 

34
0
円
 

51
 
以
上
 

36
0
円
 

団
体
用
 

（
口
径
２
５
ｍ
ｍ

以
上
）
 

基
本
料
金
 
20
 
ま
で
 

5,
80
0
円
 

超
過
料
金
 
21
～
30
 
 

34
0
円
 

31
 
以
上
 

36
0
円
 

団
体
用
 

（
大
口
需
要
家
）
 
基
本
料
金
 
20
 
ま
で
 

6,
00
0
円
 

超
過
料
金
 
21
 
以
上
 

36
0
円
 

プ
ー
ル
用
 

基
本
料
金
 
10
0
 
ま
で
 
27
,0
00
円
 

超
過
料
金
 
10
1～
20
0
 
 

32
0
円
 

20
1～
30
0
 
 

34
0
円
 

30
1
 
以
上
 

36
0
円
 

臨
時
用
 

 
基
本
料
金
 
10
 
ま
で
 

4,
05
0
円
 

超
過
料
金
 
11
 
以
上
 

36
0
円
 

  
(2
)メ
ー
タ
ー
使
用
料
(税
抜
き
) 

 
口
径
 

使
用
料
 

13
mm
 

20
0
円
 

20
mm
 

30
0
円
 

25
mm
 

37
0
円
 

30
mm
 

50
0
円
 

40
mm
 

60
0
円
 

50
mm
 

2,
00
0
円
 

75
mm
 

2,
80
0
円
 

10
0m
m 

3,
60
0
円
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項
 
目
 

一
 
関
 
市
 

藤
 
沢
 
町
 

 １
 
水
道
料
金
等
 

 
 
 
 

  
  
基
本
料
金
は
１
ヶ
月
 

  
  
超
過
料
金
は
１
 
 

  

 【
室
根
地
域
】
 

  
(1
) 
基
本
料
金
及
び
従
量
加
算
(税
込
み
) 

 

料
 
金
 
の
 
種
 
類
 

料
 
金
 
額
 

定
額
部
分
（
月
額
） 
基
本
料
金
 

  
  
 1
,1
55
円
 

従
量
加
算
部
分
 

（
１
 
当
り
）
 

1～
10
 
ま
で
 

 
 
  
 
73
円
 

11
～
30
 
ま
で
 

 
 
  
 2
10
円
 

31
 
以
上
 

 
 
  
 2
41
円
 

臨
時
給
水
（
１
 
当
り
）
 

 
 
  
 3
25
円
 

  
(2
)メ
ー
タ
ー
使
用
料
 

  
 
な
し
 

  【
川
崎
地
域
】
 

 
 
 
(1
) 
基
本
料
金
及
び
超
過
料
金
(税
抜
き
) 

 

用
途
 

基
本
水
量
 

料
 
金
 

超
過
料
金
 

一
般
用
 

10
 
 

1,
80
0
円
 

26
5
円
 

団
体
用
 

20
 
 

3,
60
0
円
 

26
5
円
 

営
業
用
 

20
 
 

3,
60
0
円
 

26
5
円
 

臨
時
用
 

 
1
 
 

36
0
円
 

36
0
円
 

   
(2
)メ
ー
タ
ー
使
用
料
(税
抜
き
) 

口
径
 

使
用
料
 

13
mm
 

15
0
円
 

20
mm
 

25
5
円
 

25
mm
 

31
5
円
 

30
mm
 

54
0
円
 

40
mm
 

60
0
円
 

50
mm
 

1,
95
0
円
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項
 
目
 

一
 
関
 
市
 

藤
 
沢
 
町
 

１
 
水
道
料
金
等
 

                            

 ２
 
水
道
分
岐
負
担
金
・
加
入
金
 

 【
分
岐
負
担
金
（
一
関
地
域
）】
(税
抜
き
) 

 

口
 
径
 

金
 
額
 

13
mm
 

 
 
 
34
,0
00
円
 

20
mm
 

 
 
 
80
,0
00
円
 

25
mm
 

 
 
 1
40
,0
00
円
 

30
mm
 

  
  
20
0,
00
0円
 

40
mm
 

  
 
 4
40
,0
00
円
 

50
mm
 

  
  
74
0,
00
0円
 

75
mm
 

  
2,
00
0,
00
0円
 

10
0m
m 

  
4,
10
0,
00
0円
 

15
0m
m 

 
10
,0
00
,0
00
円
 

 【
加
入
金
（
千
厩
地
域
）】
(税
抜
き
) 

 

口
 
径
 

金
 
額
 

13
mm
 

 
 
 
30
,0
00
円
 

20
mm
 

 
 
 
60
,0
00
円
 

25
mm
 

 
 
 1
20
,0
00
円
 

30
mm
 

  
  
24
0,
00
0円
 

40
mm
 

  
 
 3
60
,0
00
円
 

50
mm
 

  
  
68
0,
00
0円
 

75
mm
 

  
2,
00
0,
00
0円
 

10
0m
m 

  
4,
10
0,
00
0円
 

  

 
 

２
 
水
道
分
岐
負
担
金
・
加
入
金
 

 【
水
道
加
入
金
】
(税
抜
き
) 

 

口
 
径
 

金
 
額
 

13
mm
 

 
 
 
50
,0
00
円
 

20
mm
 

 
 
 
80
,0
00
円
 

25
mm
 

 
 
 1
00
,0
00
円
 

30
mm
 

  
  
12
0,
00
0円
 

40
mm
 

  
 
 1
50
,0
00
円
 

50
mm
 

  
  
20
0,
00
0円
 

75
mm
 

  
25
0,
00
0円
 

10
0m
m 

  
30
0,
00
0円
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項
 
目
 

一
 
関
 
市
 

藤
 
沢
 
町
 

 ２
 
水
道
事
業
手
数
料
 

                              

 【
設
計
審
査
及
び
工
事
検
査
手
数
料
】
 

 
 (
1)
新
設
 
 
 

  
  
  
分
岐
口
径
25
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
 
 
5,
00
0円
 

 
 
  
分
岐
口
径
30
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
  
10
,0
00
円
 

  
 (
2)
改
造
 

 
 
  
口
径
を
変
更
す
る
も
の
 
 
 
 
 
 
5,
00
0円
 

  
  
  
口
径
を
変
更
し
な
い
も
の
 
 
 
 
 
3,
00
0円
 

  【
各
種
証
明
手
数
料
】
 

 
 
  
１
件
に
つ
き
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 3
00
円
 

   【
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
指
定
手
数
料
】
 

 
 
  
１
件
に
つ
き
 
 
 
 
 
 
  
 
 
20
,0
00
円
 

   【
給
水
開
始
・
停
止
手
数
料
】
 

 
 
 
 
 
な
し
 

   【
給
水
工
事
等
設
計
手
数
料
】
 

  
 
 
 
 
な
し
 

     

 【
検
査
手
数
料
】
 

  
 
 
新
設
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
5,
00
0円
 

  
 
 
増
設
・
改
造
 
 
  
  
  
  
  
  
  
3,
00
0円
 

  
 
 
給
水
装
置
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
50
0円
 

     【
各
種
証
明
手
数
料
】
 

 
 
 
 
 
１
件
に
つ
き
 
 
 
 
 
 
 
 
50
0円
 

   【
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
指
定
手
数
料
】
 

 
 
な
し
 

   【
給
水
開
始
・
停
止
手
数
料
】
 

 
 
 
 
 
１
件
に
つ
き
 
 
 
 
 
 
 
 
50
0円
 

   【
給
水
工
事
等
設
計
手
数
料
】
 

  
 
 
設
計
工
事
費
の
４
％
 

 
 
 
(設
計
金
額
が
10
,0
00
円
未
満
の
と
き
は
40
0円
) 
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項
 
目
 

一
 
関
 
市
 

藤
 
沢
 
町
 

３
 
農
業
集
落
排
水
 

 
 
施
設
使
用
料
等
 

                    

１
 
農
業
集
落
排
水
施
設
使
用
料
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
税
抜
き
、
単
位
：
円
）
 

基
本
使
用
料
 

水
量
使
用
料
 

水
量
 

金
額
(1
 
当
た
り
) 

1,
00
0 

10
 
ま
で
 

70

10
 
を
超
え
20
 
ま
で
 

13
0

20
 
を
超
え
30
 
ま
で
 

15
5

30
 
を
超
え
50
 
ま
で
 

17
0

50
 
を
超
え
10
0 
ま
で
 

18
0

10
0 
を
超
え
る
分
 

19
0

   
  
参
考
・
税
込
）
 
20
 
使
用
し
た
場
合
 
 3
,1
50
円
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
40
 
使
用
し
た
場
合
 
 6
,5
62
円
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
80
 
使
用
し
た
場
合
 
14
,0
17
円
 

１
 
農
業
集
落
排
水
施
設
使
用
料
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
税
抜
き
、
単
位
：
円
）
 

基
本
使
用
料
 

水
量
使
用
料
 

水
量
 

金
額
(1
 
当
た
り
) 

2,
00
0 

10
 
ま
で
 

60

10
 
を
超
え
20
 
ま
で
 

13
0

20
 
を
超
え
50
 
ま
で
 

15
0

50
 
を
超
え
10
0 
ま
で
 

17
0

10
0 
を
超
え
る
分
 

20
0

  
 
 
参
考
・
税
込
）
 
20
 
使
用
し
た
場
合
 
 4
,0
95
円
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40
 
使
用
し
た
場
合
 
 7
,2
45
円
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80
 
使
用
し
た
場
合
 
14
,1
75
円
 

２
 
農
業
集
落
排
水
事
業
分
担
金
 

  
農
業
集
落
排
水
事
業
に
要
す
る
費
用
の
一
部
に
充
て
る
た
め
の
受
益
者
分
担
金
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
単
一
定
額
制
を
使
用
）
 
 

 
 
建
物
１
棟
＝
20
0,
00
0円
（
税
込
み
）
 

２
 
農
業
集
落
排
水
事
業
分
担
金
 

  
農
業
集
落
排
水
事
業
に
要
す
る
費
用
の
一
部
に
充
て
る
た
め
の
受
益
者
分
担
金
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
単
一
定
額
制
を
使
用
）
 

 
 
１
戸
当
た
り
 
80
,0
00
円
（
税
込
み
）
 

４
 浄
化
槽
設
置
整
備
 

 
 事
業
(個
人
設
置
型
) 

       

  
下
水
道
事
業
・
農
業
集
落
排
水
事
業
の
計
画
区
域
外
の
地
域
を
対
象
に
整
備
す
る
際
の

助
成
。
 
 
 

 
 
 

 
○
補
助
金
額
 

 
 
居
住
用
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学
校
等
 

 
 
 5
人
槽
 
 
35
2,
00
0円
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
0人
槽
 
 
 
1,
00
2,
00
0円
 

 
 
 7
人
槽
 
 
44
1,
00
0円
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
0人
槽
 
 
 
1,
54
5,
00
0円
 

 
 
10
人
槽
 
 
58
8,
00
0円
 
 
 
 
 
 
 
 
 5
0人
槽
 
 
 
2,
12
9,
00
0円
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
51
人
槽
以
上
 
2,
42
9,
00
0円
 
 

  
下
水
道
事
業
・
農
業
集
落
排
水
事
業
の
計
画
区
域
外
の
地
域
を
対
象
に
整
備
す
る

際
の
助
成
。
 

  
○
補
助
金
額
 

 
  
居
住
用
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
学
校
等
 

 
 
 5
人
槽
 
 
35
2,
00
0円
  
  
  
  
  
  
該
当
な
し
 

 
 
 7
人
槽
 
 
44
1,
00
0円
 

 
 
10
人
槽
 
 
58
8,
00
0円
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協議第30号 

 

 

 

 

   奨学金貸付事業について（協定項目22－18） 

 

 

 奨学金貸付事業について、次のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  平成22年７月13日提出 

 

一関市・藤沢町合併協議会     

  会長  勝 部  修     

 

 

平成22年 月 日（確認・継続協議） 

 

 

 

 

 奨学金貸付事業については、合併次年度から一関市の制度に統一する。 

 なお、藤沢町において合併以前に貸付を行ったものについては、現行のとお

り一関市に引き継ぐ。 

 



一
関
市
・
藤
沢
町
合
併
協
議
会
 
協
議
事
項
調
整
内
容
 

協
定
項
目
 
22
 
各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い
 

関
係
項
目
 
18
 
奨
学
金
貸
付
事
業
 

調
整
の
内
容
 
 
奨
学
金
貸
付
事
業
に
つ
い
て
は
、
合
併
次
年
度
か
ら
一
関
市
の
制
度
に
統
一
す
る
。
 

 
な
お
、
藤
沢
町
に
お
い
て
合
併
以
前
に
貸
付
を
行
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
一
関
市
に
引
き
継
ぐ
。
 

 

一
 
関
 
市
 

藤
 
沢
 
町
 

【
貸
付
対
象
】
 

 
 
経
済
的
理
由
に
よ
り
就
学
困
難
な
も
の
 

【
貸
付
決
定
】
 

 
 
奨
学
生
選
考
委
員
会
で
審
査
し
て
決
定
 

【
貸
付
金
（
月
額
）】
 

 
 
高
等
学
校
 
 
 
 
 
 
12
,0
00
円
 

 
 
高
等
専
門
学
校
 
 
 
 
20
,0
00
円
 

 
 
大
学
等
 
 
 
 
 
 
 
45
,0
00
円
 

【
貸
付
に
係
る
財
源
】
 

 
 
毎
年
度
一
般
会
計
に
予
算
措
置
 
 
H2
2 
 
13
9,
90
2
千
円
 

【
貸
付
期
間
】
 

 
 
各
学
校
の
正
規
の
修
業
期
間
 

【
保
証
人
】
 

 
 
保
証
人
2
人
（
1
名
は
保
護
者
）
 

【
償
還
期
間
】
 

 
 
貸
与
期
間
の
満
了
又
は
廃
止
し
た
月
の
翌
月
か
ら
起
算
し
て
６
ヶ
月
経
過
後
、
15
年
以
内
。
 

 
 
一
括
賦
、
年
賦
、
半
年
賦
又
は
月
賦
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
る
。
 

【
H2
2
年
度
貸
付
内
訳
】（
H2
2.
6.
１
現
在
）
 

 
継
続
貸
付
者
 

新
規
貸
付
者
 

大
学
生
等
 

14
8
人
 

81
人
 

高
専
生
 

15
人
 

 4
人
 

高
校
生
 

61
人
 

19
人
 

 

【
貸
付
対
象
】
 

 
 
学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
高
等
学
校
、
短
期
大
学
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
に
在
学
す
る
者
 

【
貸
付
決
定
】
 

 
 
奨
学
資
金
貸
付
選
考
委
員
会
で
審
査
し
て
決
定
 

【
貸
付
金
（
月
額
）】
 

 
 
高
等
学
校
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9
,0
00
円
 

 
 
短
期
大
学
・
大
学
生
等
 
 
 
 
22
,0
00
円
 

 【
貸
付
に
係
る
財
源
】
 

 
 
奨
学
金
貸
付
基
金
の
設
置
（
4,
00
0
万
円
）
 

【
貸
付
期
間
】
 

 
 
正
規
の
修
業
年
限
の
期
間
 

【
保
証
人
】
 

 
 
保
証
人
2
人
（
1
名
は
保
護
者
）
 

【
償
還
期
間
】
 

 
 
貸
付
期
間
満
了
後
１
年
据
え
置
き
５
年
月
賦
償
還
 

 【
H2
2
年
度
貸
付
内
訳
】
(H
22
.6
.１
現
在
) 

 
継
続
貸
付
者
 

新
規
貸
付
者
 

大
学
生
等
 

10
名
 

1
名
 

高
校
生
 

2
名
 

1
名
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